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議 案 第 １ 号

平成29年度北海道一般会計補正予算（第１号）

　平成29年度北海道一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 １条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,048,525千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ2,760,450,720千円とする。

２ 　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条　地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。
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第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
（単位　千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

９ 国 庫 支 出 金 304,474,893 6,560,893 311,035,786

２ 国 庫 補 助 金 199,597,965 6,534,728 206,132,693

３ 委 託 金 4,267,006 26,165 4,293,171

12 繰 入 金 35,989,778 277,632 36,267,410

１ 特 別 会 計 繰 入 金 4,676,045 194,213 4,870,258

２ 基 金 繰 入 金 31,313,733 83,419 31,397,152

14 道 債 626,523,600 210,000 626,733,600

１ 道 債 626,523,600 210,000 626,733,600

歳 入 合 計 2,753,402,195 7,048,525 2,760,450,720
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歳 出
（単位　千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

３ 総 合 政 策 費 56,772,860 471,165 57,244,025

６ 地 域 創 生 費 5,927,209 46,165 5,973,374

９ 航 空 費 4,761,564 425,000 5,186,564

４ 環 境 生 活 費 10,314,852 52,877 10,367,729

８ 道 民 生 活 費 415,586 2,533 418,119

９ 消 費 者 安 全 費 351,225 50,344 401,569

７ 農 政 費 108,334,435 5,788,401 114,122,836

３ 農 産 振 興 費 4,915,789 3,718,401 8,634,190

９ 農業農村整備事業費 44,808,170 2,070,000 46,878,170

８ 水 産 林 務 費 56,486,742 440,399 56,927,141

４ 漁 港 漁 村 費 21,226,253 386,520 21,612,773

６ 林 業 木 材 費 2,516,245 53,879 2,570,124

12 災 害 復 旧 費 9,823,622 295,683 10,119,305
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

２
水 産 林 業 施 設

災 害 復 旧 費
1,724,530 295,683 2,020,213

歳 出 合 計 2,753,402,195 7,048,525 2,760,450,720
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第 ２ 表

地 方 債 補 正
（単位　千円）

起債の目的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

空港整備費 415,000

財務省その

他からの借

入れ又は知

事の定める

債券の発行

による（他

の地方公共

団体との共

同発行を含

む。）。

10％

以内

据置期間を含め30年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

563,000

財務省その

他からの借

入れ又は知

事の定める

債券の発行

による（他

の地方公共

団体との共

同発行を含

む。）。

10％

以内

据置期間を含め30年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

漁 港 災 害

復 旧 費
56,000 同 上

10％

以内
同 上 118,000 同 上

10％

以内
同 上

合 計 626,523,600 626,733,600
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議 案 第 ２ 号

平成29年度北海道中小企業近代化資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）

　平成29年度北海道中小企業近代化資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 １条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ890,888千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ2,904,310千円とする。

２ 　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表歳入歳出予算補正」による。
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第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
（単位　千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 繰 越 金 385,258 915,857 1,301,115

１ 繰 越 金 385,258 915,857 1,301,115

３ 諸 収 入 1,015,187 △ 24,969 990,218

１ 貸 付 金 収 入 825,670 △ 24,969 800,701

歳 入 合 計 2,013,422 890,888 2,904,310
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歳 出
（単位　千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 公 債 費 729,006 688,989 1,417,995

１ 公 債 費 729,006 688,989 1,417,995

３ 諸 支 出 金 668,617 201,899 870,516

１ 繰 出 金 475,940 194,213 670,153

２ 諸 費 192,677 7,686 200,363

歳 出 合 計 2,013,422 890,888 2,904,310
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